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いるところである。ⅰ外国人登録法による外国人への指紋押
なつの強制は、「在留外国人の公正な管理」という目的を達
成するため、戸籍制度のない外国人の人物特定につき最も確
実な制度として制定されたもので、その立法目的には十分な
合理性があり、必要性も肯定できる。また、ⅱ押なつ義務が
３年に一度で、押なつ対象指紋も一指のみであり、加えて、
その強制も罰則による間接強制にとどまるものであって、精
神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものとまではいえず、方法
としても、一般的に許容される限度をこえない相当なもので
あったと認められる。よって、指紋押なつ制度を定めた外国
人登録法の規定は憲法13条に違反しない。

⑶　みだりに前科等にかかわる事実を公表されない利益

判例 前科照会事件（最判昭56.4.14）

自動車教習所から解雇された元指導員Ｘは、同教習所を相
手に従業員たる地位の確認をめぐって争っていた。Ｘの前科
および犯罪経歴（前科等）について、教習所側の弁護士が弁
護士法に基づき京都市Ｙ区役所に照会したところ、Ｙ区長
は、これに応じて道路交通法違反等の前科を回答した。そこ
で、Ｘは、京都市を被告として、Ｙ区長による前科回答によ
りプライバシーを侵害されたとして、損害賠償等請求訴訟を
提起した。

争点

⑴　自己の前科等を知られたくない権利は認められるか？
⑵　区長が安易に前科を教えたことは、国家賠償法１条上の
「違法」となるか？

判旨

⑴　前科および犯罪経歴（以下「前科等」という。）は人の名
誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこ
れをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益
を有するのであって、市区町村長が、本来選挙資格の調査の
ために作成保管する犯罪人名簿に記載されている前科等をみ
だりに漏えいしてはならない。
⑵　弁護士の照会申出書に「中央労働委員会、京都地方裁判所
に提出するため」とあったにすぎない場合に、市区町村長が
漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、
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前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使に当
たる。

判例 ノンフィクション「逆転」事件（最判平6.2.8）

ノンフィクション小説「逆転」の中で、Ｘの実名が使用さ
れた。そこで、Ｘは、前科にかかわる事実が公表され、プラ
イバシーの権利を侵害されたとして、「逆転」の著者に対す
る慰謝料請求訴訟を提起した。

争点

自己の前科を公表された者は、いかなる場合に損害賠償を請
求することができるか？

判旨

前科等のある者は、前科等にかかわる事実を公表されないこ
とにつき、法的保護に値する利益を有するが、当該事実が公表
されることを受忍しなければならない場合もある。当該事実を
公表する理由よりも公表されない利益が優越する場合には、前
科等を公表された者は、精神的苦痛に対する損害賠償を請求す
ることができる。

判例 グーグル検索結果削除事件（最決平29.1.31）

Ｘは，児童買春の容疑で逮捕され，後日罰金刑に処せられ
た。Ｘが上記容疑で逮捕された事実（本件事実）は逮捕当日
に報道され，その内容の全部又は一部がインターネット上の
ウェブサイトの電子掲示板に多数回書き込まれた。
Ｘの居住する県の名称及びＸの氏名を条件として世界最大
のシェアを占める検索事業者Ｙの提供する検索サービスを利
用すると，関連するウェブサイトにつき，ＵＲＬ並びに当該
ウェブサイトの表題及び抜粋（ＵＲＬ等情報）が提供される
が，この中には，本件事実等が書き込まれたウェブサイトの
ＵＲＬ等情報（本件検索結果）が含まれる。
Ｘは，Ｙに対し，人格権ないし人格的利益に基づき，本件
検索結果の削除を求める仮処分命令の申立てをした。

CHECK

ノンフィクション「逆転」事
件について①

判決は、①公共の関心事か
否か、②実名使用の必要性、
③その者のその後の生活状
況、を判断要素として挙げ、
結論として慰謝料請求を認容
しています。

CHECK

ノンフィクション「逆転」事
件について②

判例は、表現活動がプライ
バシーを侵害する場合には、
その事実が公表されない法的
利益とこれを公表する理由と
を比較衡量し、前者が後者に
優越する場合に不法行為が成
立するとしています。
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争点

人格権等に基づき、本件検索結果の削除を求めることはでき
るか？

判旨

検索事業者が、プライバシーに属する事実を含む記事等が掲
載されたウェブサイトのＵＲＬ等情報を検索結果の一部として
提供する行為が違法となるか否かは、当該事実の性質及び内
容、当該ＵＲＬ等情報が提供されることによってその者のプラ
イバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的
被害の程度、その者の社会的地位や影響力、上記記事等の目的
や意義、上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変
化、上記記事等において当該事実を記載する必要性など、当該
事実を公表されない法的利益と当該ＵＲＬ等情報を検索結果と
して提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきも
ので、その結果、当該事実を公表されない法的利益が優越する
ことが明らかな場合には、検索事業者に対し、当該ＵＲＬ等情
報を検索結果から削除することを求めることができるものと解
するのが相当である。
これを本件についてみると，児童買春をしたとの被疑事実に
基づき逮捕されたという本件事実は，他人にみだりに知られた
くないＸのプライバシーに属する事実であるものではあるが，
児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられ
ており，社会的に強い非難の対象とされ，罰則をもって禁止さ
れていることに照らし，今なお公共の利害に関する事項である
といえる。また，本件検索結果はＸの居住する県の名称及びＸ
の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどから
すると，本件事実が伝達される範囲はある程度限られたもので
あるといえる。
以上の諸事情に照らすと，Ｘが妻子と共に生活し，罰金刑に
処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働し
ていることがうかがわれることなどの事情を考慮しても，本件
事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであると
はいえない。

⑷　少年法61条と実名推知報道
わが国の犯罪報道においては、被疑者・被告人を実名で報道して
います。犯罪に関する事実が公共の利害に関するものであることを
考えると、このような実名報道がプライバシー侵害であると一概に
はいえない。これに対し、少年法61条は、「家庭裁判所の審判に付
された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者につ
いては、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事

CHECK

グーグル検索結果削除事件に
ついて

最高裁は、検索事業者が情
報の収集、整理をし、提供し
ているのであるから、検索結
果の提供は検索事業者自身に
よる表現行為という側面を有
するとしました。
その上で、検索事業者によ
る検索結果の提供が、現代社
会においてインターネット上
の情報流通の基盤として大き
な役割を果たしていることを
根拠に、プライバシーに属す
る事実を公表されない法的利
益の優越が「明らか」な場合
に限るという結論を導きまし
た。

CHECK

少年法61条に違反した場合

なお、少年法61条に違反し
た場合の罰則規定は存在しま
せん。


